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平
成
23
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

書
提
出
期
間
は
２
月
16
日（
木
）か
ら

３
月
15
日（
木
）ま
で
で
す
。

［
申
告
に
関
す
る
相
談
等
］

▼
と
き

　

２
月
１
日（
水
）～
３
月
22
日（
木
）

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
。
た
だ
し
、

２
月
19
日（
日
）、26
日（
日
）は
開

催
。

▼
と
こ
ろ

　

平
塚
駅
ビ
ル
６
Ｆ
ラ
ス
カ
ホ
ー
ル

▼
時
間

・
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

　
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

・
相
談
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
申
告
・
納
付
期
限

・
所
得
税
・
贈
与
税

　

３
月
15
日（
木
）

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税

　

４
月
２
日（
月
）

【
確
定
申
告
書
の
送
付
に
つ
い
て
】

　

平
成
22
年
分
確
定
申
告
書
を
パ
ソ

コ
ン
で
作
成
さ
れ
た
方
の
う
ち
、
平

成
23
年
分
も
申
告
が
必
要
だ
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、
税
務
署
よ
り
申
告
書

の
送
付
に
か
わ
り
、「
お
知
ら
せ
ハ

ガ
キ
」
等
に
よ
り
申
告
に
必
要
な
情

報
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

【
年
金
所
得
者
の
申
告
手
続
】

　

公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
以

外
の
他
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

の
場
合
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
不
要
と
な
り
ま

し
た
。（
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
で

き
ま
す
。）

【
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ
】

　

震
災
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
に

損
害
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
所
得
税

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
！
】

　

税
務
署
で
は
、
所
得
税
の
還
付
申

告
書（
医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
な
ど
）を
１
月
か
ら
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
２
月
中
旬
以
降

は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

平
塚
税
務
署　

☎（
22
）１
４
０
０

　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム（
ｅ
─

Ｔ
ａ
ｘ
）は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
申
告
・
納

税
等
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

（
左
記
参
照
）利
用
に
は
事
前
の
登

録
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

http://w
w
w
.nta.go.jp/

◎
問
い
合
わ
せ

　

平
塚
税
務
署

　

☎（
22
）１
４
０
０

e-Tax のメリット
①ホームページからカンタン申告
　国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」から直接電子申告ができます。

②最高 4,000 円の税額控除
　本人の電子署名及び電子証明書を添付し
て、申告期限内に e-Tax で行うと、所得
税額から最高 4,000 円の控除を受けること
ができます。（平成 19 ～ 22 年分に適用を受
けた方は受けられません。）

③添付書類を提出省略
　所得税の確定申告を e-Tax で行う場合、
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記
載内容を入力して送信することにより、提
出又は提示を省略することができます。（確
定申告期限から５年間、添付書類の提出又
は提示を求められることがあります。）

④還付金がスピーディー
　e-Tax で申告された還付申告書は早期処
理されます。（３週間程度に短縮）

　
毎
年
１
月
１
日
に
土
地
・
家
屋
な

ど
を
所
有
し
て
い
る
方
で
、
次
に
該

当
す
る
場
合
は
、
固
定
資
産
税
の
申

告
・
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
相
続
や
贈
与
な
ど
に
よ
り
土
地
・

家
屋
の
納
税
義
務
者
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合

・
納
税
義
務
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
の

に
変
更
し
て
い
な
い
場
合

・
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

・
住
宅
用
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る

方
で
平
成
23
年
中
に
家
屋
を
新
築

さ
れ
た
場
合

・
土
地
や
家
屋
の
使
用
用
途
を
変
更

さ
れ
た
場
合

  

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
ま
で
に

　

償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

は
、
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の

状
況
に
つ
い
て（
資
産
の
種
類
・
取

得
価
格
・
取
得
時
期
・
耐
用
年
数
等
）、

１
月
31
日（
火
）ま
で
に
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
次
に
該
当
す
る

場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
税
務
会
計
に
お
い
て
、
耐
用
年
数

１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10

万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、
法
人

税
法
等
の
規
定
に
よ
り
一
時
に
損

金
に
算
入
さ
れ
た
も
の

・
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
減
価

償
却
資
産
で
、
事
業
年
度
ご
と
に

一
括
し
て
３
年
間
で
償
却
す
る
場

合
※
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
所

有
し
て
い
る
機
械
・
器
具
・
備
品

な
ど
で
、
他
の
税（
自
動
車
・
軽

自
動
車
税
等
）の
対
象
と
な
ら
な

い
有
形
固
定
資
産
を
い
い
ま
す
。

  

そ
の
他

　

耐
震
改
修
し
た
住
宅
の
固
定
資
産

税
の
減
額
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

伴
う
減
額
、
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う
減

額
、
長
期
優
良
住
宅
に
か
か
る
特
例

措
置
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
お

問
い
合
わ

せ
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課

　

☎
内
線
２
５
５
・
２
５
６

税
務
署
か
ら
の
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
の

　
申
告
・
届
出
は
忘
れ
ず
に

ｅ-
Ｔ
ａ
ｘ 

の
ご
利
用
を
！


